
 

 

財 計 第 ２ ９ ２ ６ 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 16 日 

 

警 察 庁 長 官 官 房 長 殿 

こども家庭庁長官官房長 殿 

厚生労働省大臣官房長 殿 

環 境 省 大 臣 官 房 長 殿 

 

 

 

財務省主計局長 

新 川  浩 嗣 

                         （公 印 省 略） 

 

 

「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査 

要領」の一部改正について 

 

 

 

 標記のことについて、別添のとおり改正したので通知する。 

別添１ 



内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領一部改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領 

 

昭和５９年９月７日 

蔵 計 ２ １ ５ ０  

 

（最終改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

財 計 第 １ ９ ８ ２ 号 

（今回改正） 

令和５年６月 16 日 

財 計 第 ２ ９ ２ ６ 号 

 

 

第１ 調査の目的（略） 

 

第２ 調査の方法（略） 

 

第３ 調査の対象 

（１）～（３） （略） 

（４）設備については、次に掲げる施設に係るものを対象とする。 

  ア・イ（略） 

  ウ 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園 

    幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園の教材、教具、校具等。 

 

第４ 一箇所の定義（略） 

 

第５ 適用除外（略） 

 

第６ 諸経費率（略） 

 

第７ 復旧費の算出等（略） 

 

第８ その他（略） 

 

第９ 報告（略） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領 

 

昭和５９年９月７日 

蔵 計 ２ １ ５ ０  

 

（最終改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

財 計 第 １ ９ ８ ２ 号 

 

 

 

 

 

第１ 調査の目的（略） 

 

第２ 調査の方法（略） 

 

第３ 調査の対象 

（１）～（３） （略） 

（４）設備については、次に掲げる施設に係るものを対象とする。 

  ア・イ（略） 

  ウ （新設） 

 

 

第４ 一箇所の定義（略） 

 

 

第５ 適用除外（略） 

 

第６ 諸経費率（略） 

 

第７ 復旧費の算出等（略） 

 

第８ その他（略） 

 

第９ 報告（略） 

 

 

 

 

 



 

別表 1 

施設名等及び限度額 

所管名 施設名 限度額 

内閣府所管 

 （警察庁） 

 （こども家庭庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 

 

（略） 

児童福祉施設 

母子・父子福祉施設 

母子健康包括支援センター 

その他の社会福祉施設等 

 

 

 

 

 

（略） 

社会福祉施設等 

（略） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

その他の社会福祉施設等 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

別に定めるそれぞれ

の施設ごとに 800千円 

ただし、保育所にあっ

ては 400千円 

幼保連携型認定こど

も園及び幼稚園型認

定こども園にあって

は 300千円 

 

（略） 

別に定めるそれぞれ

の施設ごとに 800千円 

 （削除） 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

別表 2（略） 

 

様式 1（略） 

 

様式 2（略） 

 

 

別表 1 

施設名等及び限度額 

所管名 施設名 限度額 

内閣府所管 

 （警察庁） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

社会福祉施設等 

（略） 

 児童福祉施設 

 母子・父子福祉施設 

 母子健康包括支援センター 

その他の社会福祉施設等 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

別に定めるそれぞれ

の施設ごとに800千円 

ただし、保育所、幼保

連携型認定こども園

及び幼稚園型認定こ

ども園にあっては 400

千円 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

別表 2（略） 

 

様式 1（略） 

 

様式 2（略） 

 



○
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
要
領 

昭
五
九
・
九
・
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
計
二
一
五
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
終
改
正 

令
五
・
六
・
一
六 

財
計
第
二
九
二
六
号 

第
一 

調
査
の
目
的 

こ
の
調
査
は
、
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
（
水
道
施
設
を
除
く
。）
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
、
適
正
な
事
業
費
を
算
出
し
、
予
備
費
使
用
額
等
の
算
定
の

資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二 

調
査
の
方
法 

（
１
）
主
務
省
の
調
査
に
対
し
て
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
が
立
会
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
２
）
調
査
は
、
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
（
社
会
福
祉
施
設
等
（
調
査
要
領
別
表
１
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
建
物
及
び
建
物
以
外
の
工

作
物
を
合
計
し
た
額
）
が
二
〇
〇
万
円
未
満
の
箇
所
又
は
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
調
査
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
現
地
福
祉
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
調

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
写
真
、
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分
に
検
討
の
う
え
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三 

調
査
の
対
象 

  

（
１
）
調
査
の
対
象
は
暴
風
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
別
表
１
の
施
設
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
、

土
地
、
設
備
に
係
る
復
旧
及
び
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
と
す
る
。 

（
２
）
土
地
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
土
地
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
３
）
工
作
物
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
工
作
物
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
４
）
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。 

ア 

医
療
機
関
施
設
及
び
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設 

（
ア
）
医
療
機
関
施
設
の
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

建
物
と
同
時
に
設
備
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。 

Ａ  

設
置
に
当
た
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
放
射
線
発
生
装
置
で
あ
っ
て
、
建
物
と
機
能
的
に
一
体
で
あ
る

も
の
で
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
、
ベ
ー
タ
ト
ロ
ン
、
コ
バ
ル
ト
６
０
照
射
装
置
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 

Ｂ  

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
で
あ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
画
像
処
理
す
る
も
の
で
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
（
全
身
用
、
頭
部

用
）
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 



Ｃ 

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
Ｍ
Ｒ
（
核
磁
気
共
鳴
）
を
利
用
す
る
画
像
診
断
装
置 

Ｄ 

そ
の
他
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

（
イ
）
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。） 

（
ウ
）
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設
の
教
材
等
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。） 

イ 

廃
棄
物
処
理
施
設 

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
別
表
１
に
定
め
る
施
設
の
設
備
（
当
該
施
設
の
所
有
に
係
る
も
の
で
、
当
該
施
設
の
業
務
の
遂
行
上
必
要
な
も
の
を
い
う
。）
と
す
る
。 

 
 

ウ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園 

 
 
 
 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
材
、
教
具
、
校
具
等
。 

 

（
５
）
第
一
項
の
「
異
常
な
天
然
現
象
」
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
災
害
復
旧
事
業
採
択
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針
（
昭
和
四
〇
年
八
月
五
日
付
蔵

計
第
一
九
六
七
号
）
第
二
（
災
害
原
因
の
調
査
）
及
び
第
三
（
採
択
の
範
囲
等
）
の
第
一
項
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。 

第
四 

一
箇
所
の
定
義 

 

（
１
）
各
施
設
ご
と
に
同
一
敷
地
内
及
び
機
能
的
に
同
一
敷
地
内
と
み
な
さ
れ
る
位
置
に
所
在
す
る
も
の
を
一
箇
所
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
２
）
国
立
公
園
等
施
設
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
位
置
に
所
在
す
る
箇
所
は
別
箇
所
と
す
る
。
な
お
標
識
に
つ
い
て
は
道
路
の
被
害
延
長
外
の
も
の
は
別
箇

所
と
す
る
。 

第
五 

適
用
除
外 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
適
用
除
外
と
す
る
。 

（
１
）
一
箇
所
の
調
査
額
が
別
表
１
の
限
度
額
未
満
の
も
の
。 

（
２
）
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基
因
し
て
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
３
）
著
し
く
維
持
管
理
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
４
）
緊
急
に
復
旧
し
な
け
れ
ば
執
務
上
著
し
く
支
障
が
あ
る
と
認
め
難
い
も
の
。 

イ 

被
災
し
た
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
又
は
設
備
と
同
種
の
も
の
に
余
裕
の
あ
る
も
の
。 

ロ 

当
該
年
度
に
整
備
計
画
の
あ
る
も
の
。 

ハ  

建
物
の
補
修
の
必
要
性
は
あ
る
が
緊
急
性
に
乏
し
い
も
の
。 

 

（
５
）
工
作
物
及
び
土
地
で
、
当
該
施
設
を
復
旧
し
な
く
て
も
、
他
の
施
設
等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
又
は
業
務
上
、
治
安
上
放
置
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

  

                                                                         

も
の
。 



（
６
）
調
査
前
着
工
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
写
真
等
の
資
料
に
よ
り
被
災
の
事
実
の
確
認
で
き
な
い
も
の
。 

（
７
）
一
品
目
の
復
旧
額
が
「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
の
別
表
の
施
設
区
分
ご
と
に
定
め
る
対
象
経
費
未
満
の
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
及
び
医
療
関
係
者
養

成
所
施
設
の
教
材
等
。 

第
六 

諸
経
費
率 

本
調
査
の
対
象
と
な
る
復
旧
事
業
に
か
か
る
諸
経
費
率
は
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
別
表
２
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
個
別
協
議
に
よ
り
諸

経
費
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七 

復
旧
費
の
算
出
等 

医
療
機
関
施
設
の
う
ち
政
策
医
療
実
施
機
関
施
設
（
公
的
医
療
機
関
施
設
を
除
く
）、
研
修
施
設
、
看
護
師
宿
舎
及
び
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
の
復
旧
に
要
す
る
経
費
は
、
復
旧 

 
 
 
 

   

調
査
額
又
は
基
準
額
（「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」（
平
成
七
年
厚
生
省
発
健
政
第
二
二
号
）
の
別
表
の
基
準
額
を
い
う
。）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

第
八 

そ
の
他 

調
査
に
当
た
り
、
本
要
領
に
規
定
の
な
い
事
項
は
、
官
庁
建
物
等
災
害
復
旧
実
地
調
査
要
領
の
取
扱
い
に
準
じ
て
処
理
す
る
。 

第
九 

報
告 

調
査
終
了
後
一
週
間
以
内
に
本
省
あ
て
別
紙
様
式
１
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
別
紙
様
式
２
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。 

（
１
）
主
務
省
と
財
務
局
と
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
。 

（
２
）
調
査
額
が
、
一
億
円
以
上
の
場
合
。 



別表1

内閣府所管

　（警察庁） 都道府県警察施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに600千円

　（こども家庭庁）児童福祉施設     別に定めるそれぞれの

母子・父子福祉施設 　　施設ごとに800千円

母子健康包括支援センター 　　ただし、保育所にあっ

その他の社会福祉施設等 　　ては400千万円

　　幼保連携型認定こども

　　園及び幼稚園型認定こ

　　ども園にあっては

　　300千円

厚生労働省 保健衛生施設等　

　保健衛生施設

　原爆医療等施設 　　別に定めるそれぞれの

　精神保健等施設 　　施設ごとに800千円

　食肉衛生検査施設 　　ただし、感染症指定医

　エイズ・結核治療施設 　　療機関にあっては

　医薬分業推進支援施設   　400千円

　血漿採漿センター等施設 　　

　環境衛生施設

　　火葬場 　　指定市 800千円

　　と畜場 　　市町村 400千円

医療機関施設等　

　医療機関施設

　　公的医療機関施設 800千円

　　へき地診療所施設（医師及び看 800千円

　　護師住宅を含む）

　　政策医療実施機関施設　

　　（公的医療機関施設を除く） 　　別に定めるそれぞれの

　医療関係者養成所施設 　　施設ごとに800千円

　研修施設

　病院内保育所 800千円

　看護師宿舎 800千円

　救急医療情報センター 800千円

　抗毒素製造施設

施設名等及び限度額

所　管　名 施　設　名　等 限　度　額



社会福祉施設等

　保護施設

　老人福祉施設

　老人保健等施設

　身体障害者社会参加支援施設     別に定めるそれぞれの

　婦人保護施設 　　施設ごとに800千円

　障害者支援施設等

　その他の社会福祉施設等

国民健康保険診療施設（へき地性の 800千円

ある国民健康保険診療施設の医師住

宅及び看護師宿舎を含む。）

国民健康保険健康管理センター 800千円

国民健康保険総合保健施設 800千円

環境省 国立公園等施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに1,200千円

　　ただし、道路にあって

　　は400千円

廃棄物処理施設　

　一般廃棄物処理施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに、市・廃棄

　　物処理センター・PFI

　　選定事業者1,500千円､

　　町村800千円

　浄化槽（浄化槽市町村整備推進事 　　市町村400千円

　業及び公共浄化槽等整備推進事業）

　産業廃棄物処理施設 　　都道府県・市・廃棄物

　　処理センター・PFI選

　　定事業者1,500千円、

　　町村800千円

　広域廃棄物埋立処分場 　　市町村・広域臨海環境

　　整備センター

　　1,500千円

　PCB廃棄物処理施設 　　中間貯蔵・環境安全事

　　業株式会社1,500千円

災害等廃棄物処理事業 　　指定市 800千円

　　市町村 400千円



0 ％

15 ％

15 ％

15 ％

0 ％

0 ％

 (注）各事業共工事雑費は計上しないものとする。

別表2

建 物 補 修 復 旧

土 地 復 旧

諸　　　経　　　費　　　率

区 分 率

建 物 新 （ 改 ） 築 復 旧

工 作 物 復 旧

設 備 復 旧

災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業
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